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一般国道４５号 

工事に伴う通行規制のお知らせ 
 

 

 

 

一般国道４５号 宮城県石巻市
いしのまきし

門 脇
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の補修工事に伴い、国道 45 号(下り)

の右折レーンを閉鎖します（国道 45 号から国道 398 号への

右折ができなくなります）。国道 398 号へは市道中浦橋釜北

橋線へ迂回をお願いします。 

また、上下線の通行帯を切替えながら工事を行いますの

で、現地の案内にしたがってご通行をお願いします。 
 

● 規制場所：一般国道４５号 宮城県石巻市
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● 規制内容：国道45号（下り）の右折レーン閉鎖 

       ※国道45号から国道398号への右折ができなくなります 

 

通行規制に関する詳しい内容は下記をご覧ください。 

「別紙：一般国道４５号 通行規制のお知らせ」 

「別紙：大街道横断歩道橋 補修工事に伴う車線規制模式図」 

 

● 規制日時：令和８年 １月 ７日（水） ９：００ から 

       令和８年 ２月２７日（金）１７：００ まで 

 ※工事進捗状況により早めに規制を解除する可能性がございます。  
 

【記者発表先】：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会 
  

＜問い合わせ先＞ 

 

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 

 石巻国道維持出張所長 西脇
にしわき

 静夫  TEL ０２２５－９５－５２３７ 

 

 

記者発表資料 



  出典：地理院地図に規制箇所等を追記して掲載

※お問合せ先
国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 道路管理第一課  ℡ 022-304-1814
国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 道路管理第二課  ℡ 022-304-1811
国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 石巻国道維持出張所  ℡ 0225-95-5237
日本道路交通情報センター（仙台センター）  ℡ 050-3369-6604

その他

宮城県石巻市門脇二番谷地 地内
45号車線規制 および 45号（下り）から398号への右折レーン閉鎖

自：令和8年  1月   7日（水）  9時00分から
至：令和8年  2月 27日（金）   17時00分まで

一般国道４５号通行規制のお知らせ

規制場所
規制内容

規制期間

 一般国道45号 石巻市門脇二番谷地において大街道横断歩道橋補修工事の
ため、国道45号(下り)の右折レーンを閉鎖します。国道45号から国道398号
への右折はできません。
 石巻港方面へは市道中浦橋釜北橋線へ迂回をお願いします。

大街道横断歩道橋（国道45号下り）

国道398号

至 仙台

至 女川

中浦橋45号(下り)から398号への右折レーン閉鎖

大街道

横断歩道橋

大街道新橋

い し の ま き し か ど の わ き に ば ん や ち お お か い ど う



至 仙台

現在

令和８年１月７日から1月下旬まで

規制範囲

至 仙台

×

国道45号から国道398号へ
右折はできません

＜下り（登米方面）＞
直進・左折レーンを規制します。
直進・左折は現在の右折レーンを使って通行します。
※国道45号から国道398号への右折は出来ません。

＜上り（仙台方面）＞
現在と同じ車線を通行します。



至 仙台

令和８年１月下旬から２月中旬まで

令和８年２月中旬から２月２７日まで

規制範囲

至 仙台

国道45号から国道398号へ
右折はできません

規制範囲

国道45号から国道398号へ
右折はできません

×

＜下り（登米方面）＞
直進・左折レーンを使って通行します。
※国道45号から国道398号への右折は出来ません。

＜上り（仙台方面）＞
上り車線を規制します。
現在の下り線の右折レーンを使って通行します。

＜下り（登米方面）＞
右折レーンを規制します。
※国道45号から国道398号への右折は出来ません。

＜上り（仙台方面）＞
現在と同じ車線を通行します。


